
Hokkaido Shinkin Bank 

 

令和６年１１月１日 

 

しんきんの共済制度「日本フルハップ」の取扱開始について 

 

北海道信用金庫（理事長 佐藤 信明）は、中小企業の皆さまの「安全で快適な職場づくり」、

「福利厚生の充実」を目的に、公益財団法人 日本中小企業福祉事業財団（略称：日本フルハッ

プ）の共済代理店となり、「しんきんの共済制度」の提供を開始いたします。 

本共済制度は、中小企業の役員・従業員の方や個人事業主の方等を対象に、お一人につき月

額１，５００円の会費で、ケガによる通院・入院等の補償や、ケガ防止のための職場の安全確

保に係る費用等の助成 、人間ドック受診の助成等が受けられる信用金庫のお客さま限定の制

度です。 

当金庫は、今後とも多様なニーズにお応えできるよう商品開発・サービス向上に努めるとと

もに、地域の中小企業皆さまの持続的な発展に向けて取り組んでまいります。 

 

記 

１．取扱開始日 
 

  令和６年１１月１日（金） 
 

２．本共済制度の概要（詳細につきましてはこちらをご覧ください。） 
 

会員になって 

いただける方 

（会員とは日本フルハップと加入契約を締結する法人又は個人事業主です。） 

中小企業（常時使用する従業者の数が３００人以下、又は資本金の額若しくは

出資の総額が３億円以下）の法人又は個人事業主のお客さま。 

加入者になって 

いただける方 

会員の事業所で働いている満１８歳以上の次のいずれかに該当するお客さま。 

①役員 ②事業主（個人事業主の方）③家族従業者 ④一般従業者 

制度内容 

＜共済事業＞ 

 仕事中仕事外を問わず、加入者の方がケガが原因で通院・入院された 

 場合や障害が残った場合、死亡した場合に補償 

＜災害防止事業＞ 

 エアコン・ヘルメット・消火器 購入費等、 職場の安全設備や職場環境 

 の改善などに対する助成 

＜福利厚生事業＞ 

 人間ドック受診料等、健康管理に関する助成や催物への招待など福利 

 厚生を支援 

会 費 加入者１名につき月額１，５００円 

 以 上 

 

https://www.nfh.or.jp/about/skmutualaid.html

